
3月

解除

完了
28日

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 保 険 証 利 用 登 録 の
解 除 申 請 が で き る よ う に な り ま し た

① マイナンバーの健康保険証利用登録の解除申請書・保険証を持っている場合

① マイナンバーの健康保険証利用登録の解除申請書

② 資格情報のお知らせ（カード）

注 意 ・

・

解除

完了

12月 1月 31日 2月

12月2日よりも前に加入された方が申請する場合については、お手元の保険証を有効期限

（3月31日）まで使用していただくため、保険証の返却は必要ありません。（2025年度更

新時に資格確認書を交付します）

12月2日以降に加入された方(資格情報のお知らせ（カード）をお持ちの方)が申請する場

合、資格情報のお知らせ（カード）の添付が必要です。後日、資格確認書を交付します。

 利用登録解除申請後、翌月末日にマイナンバーカードと医療保険情報の紐づけが解除され、マイナンバーカードの保険証利用が出来なくなります。

【解除の確認方法】

マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面で確認することが

できます。利用登録解除申請後、反映されるまで1～2か月程度時間がかかりま

す。

・資格情報のお知らせ（カード）を

持っている場合

マイナポータル等から登録した「マイナンバーカードの保険証利用登録」を解

除できるようになりました。

 解除を希望される場合は、ご所属の支部にある申請書またはホームページか

らダウンロードした申請書に必要事項を記入のうえ、ご所属の支部へ提出して

ください。

【必要書類】

解除申請・解除登録

解除申請・解除登録

【 解除が完了するまでのスケジュール 】

https://www.tokyo-doken-kokuho.jp/download/#4
https://www.tokyo-doken-kokuho.jp/kyufu/pdf/kaijoshinsei2024.pdf
https://www.tokyo-doken-kokuho.jp/kyufu/pdf/kaijoshinsei2024.pdf

